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（趣旨）
第１条　この規則は、東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第33号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
（車両等）
第３条　条例第２条第３号に規定する規則で定める車両等は、別表第１に定める車両等とする。
（都市施設）
第４条　条例第２条第３号の規則で定める都市施設は、別表第２の都市施設の欄に定める施設とする。
（整備基準）
第５条　条例第２条第４号の規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の都市施設の欄に掲げるものとし、条例第17条第１項の整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるもの（以下「遵守基準」という。）は、同表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の特定都市施設の欄に掲げるものとする。
	区分
	都市施設
	特定都市施設

	建築物（共同住宅等を除く。）
	別表第３に定める事項
	別表第５に定める事項
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	別表第３に定める事項
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	別表第８に定める事項
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	別表第９に定める事項
	別表第９に定める事項

	公共交通施設
	別表第10に定める事項
	別表第10に定める事項

	路外駐車場
	別表第11に定める事項
	別表第11に定める事項


２　整備基準は、別表第２　１の部及び２の部に定める都市施設においては、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分について適用し、同表３の部から６の部までに定める都市施設においては、不特定かつ多数の者が利用する部分について適用する。
３　別表第２　一の部及び二の部に定める特定都市施設を改修する場合においては、遵守基準は、次に掲げる部分（第２号、第４号又は第六号の経路が二以上ある場合にあっては、いずれか一の経路に係る部分）に限り適用する。
　一　当該改修に係る部分
　二　道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）から前号に掲げる部分にある不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室（以下この条において「利用居室」という。）、共同住宅等の各住戸又はホテル若しくは旅館（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第６項第４号に規定する営業の用に供する施設及び旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第３項に規定する簡易宿所営業の施設を除く。別表第３　10の項⑶、別表第５　５の項⑶、同表６の項⑵、同表７の項及び同表10の項⑶において同じ。）における車椅子使用者が円滑に利用できる客室（以下「車椅子使用者用客室」という。）以外の各客室（以下「一般客室」という。）までの経路（当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、当該観覧席又は客席の出入口と車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして、別表第５　11の項㈠⑵に掲げる基準に適合する場所（以下「車椅子使用者用部分」という。）との間の経路（以下「車椅子使用者用経路」という。）を含む。）を構成する出入口、廊下（これに類するものを含む。）（以下「廊下等」という。）、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
　三　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
　四　第一号に掲げる部分にある利用居室（当該改修に係る部分に利用居室が設けられていないときは、道等）から車椅子を使用している者（以下「車椅子使用者」という。）が円滑に利用することができる便房（以下「車椅子使用者用便房」という。）（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。）までの経路（当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
　五　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
　六　前号に掲げる駐車場に設けられる車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「車椅子使用者用駐車施設」という。）から第１号に掲げる部分にある利用居室（当該改修に係る部分に利用居室が設けられていないときは、道等）又は一般客室までの経路（当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
４　別表第２　１の部及び２の部の都市施設のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第２条第19号に定める特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令第379号）第５条第１号に定める公立小学校等を除く。）その他これらに類する施設でない施設においては、前項並びに別表第５及び別表第７中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。
５　別表第３から別表第11までの規定にかかわらず、整備基準に適合させるための措置と同等以上に高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に利用できると知事が認める場合又は地形若しくは敷地の形状、建築物の構造その他やむを得ない事情により整備基準による整備が困難であると知事が認める場合は、これによらないことができる。
（整備基準適合証の交付）
第６条　条例第15条第１項の整備基準適合証（以下「適合証」という。）の交付の請求は、整備基準適合証交付請求書（別記第１号様式）に当該都市施設が整備基準に適合していることを明らかにする図書を添付して行わなければならない。
２　適合証（別記第２号様式）の交付は、整備基準適合証交付決定通知書（別記第２号の２様式）により行うものとする。
３　知事は、適合証の交付の請求があった場合において、不交付の決定をしたときは、請求者に、整備基準適合証不交付決定通知書（別記第２号の３様式）により、理由を付して通知するものとする。
４　知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、適合証の交付を受けた者から適合証を返還させることができる。
一　虚偽の請求その他不正の事実が判明したとき。
二　交付の対象となった都市施設が、改修等により整備基準に適合しなくなったとき。
三　前２号に掲げる場合のほか、返還させることが適当であると認めるとき。
（公共的団体）
第７条　条例第16条第２項の規則で定める公共的団体は、地方道路公社及び地方公共団体の組合とする。
（特定都市施設）
第８条　条例第17条第１項の特定都市施設は、別表第２の都市施設の欄に掲げる施設のうち、特定都市施設の欄に定める規模の施設とする。ただし、同表１の部及び２の部に定める都市施設においては、建築基準法（昭和25年法律第201号）第３条第１項に規定する建築物及文化財保護法（昭和25年法律第214号）第143条第１項又は第２項の伝統的建造物群保存地区内における同法第２条第１項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。
（特定都市施設の新設等の届出）
第９条　条例第18条第１項及び第２項の規定による届出は、特定都市施設の新設若しくは改修又は届出内容変更後の工事に着手する日の30日前までに、特定都市施設設置工事計画（変更）届出書（別記第３号様式又は第４号様式）を提出して行わなければならない。
２　特定都市施設設置工事計画（変更）届出書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。
一　特定都市施設整備項目表（別記第５号様式から第10号様式までのうち該当するもの）
二　当該特定都市施設の区分に応じ、別表第12に定める図書
（軽微な変更）
第10条　条例第18条第２項の規則で定める軽微な変更は、特定都市施設の新設又は改修に係る変更のうち、整備基準の適用の変更を伴わないもの及び工事着手予定期日又は工事完了予定期日に係る変更とする。
（適合状況の報告）
第11条　条例第21条の報告は、特定都市施設適合状況報告書（別記第11号様式又は第12号様式）により行わなければならない。
２　特定都市施設適合状況報告書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。
一　特定都市施設整備項目表（別記第５号様式から第10号様式までのうち該当するもの）
二　当該特定都市施設の区分に応じ、別表第12に定める図書
（勧告）
第12条　条例第22条第１項の規定による勧告は、勧告書（別記第13号様式）により行うものとする。
２　条例第22条第２項の規定による勧告は、勧告書（別記第14号様式）により行うものとする。
（公表）
第13条　条例第23条第１項の規定による公表は、東京都公報への登載その他広く都民に周知する方法により行うものとする。
２　公表する事項は、次に掲げる事項とする。
一　勧告を受けた者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
二　勧告を受けた者の住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
三　勧告の内容
四　前３号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
（意見陳述の機会の付与）
第14条　条例第23条第２項の意見を述べ、証拠を提示する機会（以下「意見陳述の機会」という。）におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面（以下「意見書」という。）を提出して行うものとする。
２　知事は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限（口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時）までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
一　公表しようとする内容
二　公表の根拠となる条例等の条項
三　公表の原因となる事実
四　意見書の提出先及び提出期限（口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所）
３　前項の通知を受けた者（以下「当事者」という。）又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
４　知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
５　知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
６　代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。
７　知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第23条第１項の規定による公表をすることができる。
（身分証明書）
第15条　条例第24条第２項の身分を示す証明書の様式は、別記第15号様式による。
（書類等の提出部数）
第16条　第６条、第９条及び第11条の規定により提出する書類及び図書は、正本１部及び副本１部とする。
　　　附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成８年９月15日から施行する。
（特定施設の面積の特例）
２　この規則の施行の日から知事が別に定める日までの間における別表第２　１の部８の項及び９の項の規定の適用については、これらの規定中「200平方メートル」とあるのは「500平方メートル」とする。
　　　附　則（平成12年規則第385号）
（施行期日）
１　この規則は、平成13年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
（整備基準適合証交付の経過措置）
２　施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「旧規則」という。）第９条の届出があった特定施設及び施行日から起算して30日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した一般都市施設（特定施設を除く。）に係る適合証の交付については、当該施設の完成の日から起算して60日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。
（勧告の経過措置）
３　東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第33号）第19条第２項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前に旧規則第９条の届出があった特定施設については、旧規則に定める整備基準とする。
　　　附　則（平成16年規則第223号）
　この規則は、公布の日から施行する。
　　　附　則（平成18年規則第215号）
　この規則は、平成18年10月1日から施行する。
　　　附　則（平成19年規則第157号）
　この規則は、公布の日から施行する。
　　　附　則（平成20年規則第217号）
　この規則は、公布の日から施行する。
　　　附　則（平成21年規則第27号）
１　この規則は、公布の日から施行する。
２　この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則別記第１号様式、第２号の２様式、第３号様式、第４号様式及び第10号様式から第14号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
　　　附　則（平成21年規則第96号）
１　この規則は、平成21年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
２　施行日から起算して30日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（平成21年東京都条例第32号。以下「改正条例」という。）第２条の規定による改正前の東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第33号。以下「旧条例」という。）第１条第３号に規定する一般都市施設であって、改正条例第２条の規定による改正後の東京都福祉のまちづくり条例（以下「新条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に該当するものに係る適合証の交付については、当該施設の完成の日から起算して60日以内に交付の申請があった場合において勘案する整備基準及び適合証は、この規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「旧規則」という。）に定める整備基準及び適合証とする。ただし、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則の規定による適合証の交付を妨げない。
３　新条例第22条第２項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前に旧規則第９条の届出があった特定施設であって、新条例第17条第１項に規定する特定都市施設に該当するものについては、旧規則に定める整備基準とする。
４　この規則の施行の際、旧規則別記第１号様式、第２号の２様式、第２号の３様式、第３号様式、第４号様式、第10号様式から第12号様式まで及び第14号様式による様式で、現に残存するものは、所要の訂正を加え、なお使用することができる。
　　　附　則（平成30年規則第126号）
１　この規則は、平成31年4月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
２　施行日から起算して30日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第33号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に該当するものに係る条例第15条第１項に規定する整備基準適合証（以下「適合証」という。）の交付については、当該施設の完成の日から起算して60日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。
３　条例第22条第２項規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「旧規則」という）第９条の届出があった条例第17条第１項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備基準とする。
４　この規則の施行の際、旧規則別記第５号様式、第６号様式及び第８号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
　　　附　則（平成31年規則第106号）
１　この規則は、平成31年9月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
２　施行日から起算して30日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第33号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に該当するものに係る条例第15条第１項に規定する整備基準適合証（以下「適合証」という。）の交付については、当該施設の完成の日から起算して60日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。
３　条例第22条第２項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「旧規則」という。）第９条の届出があった条例17条第１項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備基準とする。
４　この規則の施行の際、旧規則別記第２号様式、第５号様式、第９号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
　　　附　則（令和３年規則第147号）
１　この規則は、令和３年４月１日から施行する。
２　この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則別記第１号様式、第２号の２様式、第２号の３様式及び第１３号様式から第１５号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附　則（令和３年規則第309号）
１　この規則は、令和４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
２　施行日から起算して30日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第33号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に該当するものに係る条例第15条第１項に規定する整備基準適合証（以下「適合証」という。）の交付については、当該施設の完成の日から起算して60日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。
３　条例第22条第２項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「旧規則」という。）第９条の届出があった条例第17条第１項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備基準とする。
４　この規則の施行の際、旧規則別記第２号様式、第５号様式、第６号様式、第８号様式及び第９号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附　則（令和４年規則第63号）
１　この規則は、令和５年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
２　施行日から起算して30日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第33号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に該当するものに係る条例第15条第１項に規定する整備基準適合証（以下「適合証」という。）の交付については、当該施設の完成の日から起算して60日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。
３　　条例第22条第２項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「旧規則」という。）第９条の届出があった条例第17条第１項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備基準とする。
４　この規則の施行の際、旧規則別記第２号様式、第５号様式及び第９号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附　則（令和７年規則第145号）
１　この規則は、令和８年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
２　施行日から起算して30日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第33号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する都市施設に該当するものに係る条例第15条第１項に規定する整備基準適合証（以下「適合証」という。）の交付については、当該施設の完成の日から起算して60日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。
３　　条例第22条第２項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則（以下「旧規則」という。）第９条の届出があった条例第17条第１項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備基準とする。
４　この規則の施行の際、旧規則別記第２号様式、第５号様式及び第９号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

